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経営発達支援計画の概要 

実施者名 
（法人番号） 

真田町商工会（法人番号 2100005004356） 

上田市   （地方公共団体コード 202037） 

実施期間 令和 6年 4月 1日～令和 11年 3月 31日 

目標 

経営発達支援事業の目標 

【目標①】小規模事業者自らの時代の変化に対応した自己変革への挑戦や、「特色」や

「強み」を活かした事業展開を実現する 

【目標②】小規模事業者の地域資源（菅平高原や高原野菜等）を活かした取組を実現す

る 

【目標③】小規模事業者の将来的な DX（デジタルトランスフォーメーション）に資する、

IT を活用した販路開拓や業務効率化を実現する 

【目標④】上記を実現するために、小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の課題

を設定した上で、地域経済を支える小規模事業者の力を引き出し、地域全体

での持続的発展の取組を図る 

事業内容 

経営発達支援事業の内容 

３.地域の経済動向調査に関すること 

小規模事業者が時代の変化を捉えることや経営に役立てることを目的として、「上田

市経営実態調査」を実施し、結果を公表する。 

４.需要動向調査に関すること 

小規模事業者の地域資源（高原野菜等）を活かした商品開発（ブラッシュアップ）に

向けて、「特産品を活用した商品の調査」を支援する。 

５.経営状況の分析に関すること 

小規模事業者の時代の変化に対応した自己変革への挑戦や、「特色」や「強み」を活

かした事業展開に向けて、経営分析（財務分析・非財務分析の双方）を支援する。 

６.事業計画策定支援に関すること 

「地域の経済動向調査」や「経営状況の分析」及び「需要動向調査」の結果を踏まえ

たうえで、小規模事業者の事業計画の策定を支援する。 

７.事業計画策定後の実施支援に関すること 

前項で策定したすべての事業計画を四半期毎にフォローアップすることで、事業者の

売上や利益の増加を実現する。 

８.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

小規模事業者が消費者取引や企業間取引を拡大させるために、展示会・商談会の出展

支援や「ITを活用した販路開拓勉強会」による販売促進支援といった個社支援を実施

する。 

連絡先 

真田町商工会 

〒386-2201 長野県上田市真田町長 7199-1 

TEL: 0268-72-4050  FAX: 0268-72-4051 E-mail: sanadaci@avis.ne.jp 

上田市真田地域自治センター 産業観光課 

〒386-2292 長野県上田市真田町長 7178-1 

TEL: 0268-72-4330  FAX: 0268-72-4140 E-mail: ssangyo@city.ueda.nagano.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

1.目標 

(1)地域の現状及び課題 

①現状 

ア 上田市の概況 

 上田市（以下、当市）は、北は長野市、千曲市、須坂市、坂城町、筑北村、西は松本市、青木村、東は

嬬恋村（群馬県）、東御市、南は長和町、立科町と接している。東西約 31 キロメートル、南北約 37 キロ

メートルの広がりを持ち、面積は、552 平方キロメートルである。 

交通では、JR 北陸新幹線、しなの鉄道、上田電鉄別所線が上田駅で接続し、上信越自動車道（上田菅平

インターチェ ジ）を有している。 

東京から約 190 キロメートル、北陸新幹線を利用すれば、最短で約 80 分の距離である。避暑地として

有名な軽井沢町からは約 40 キロメートル、1998 年冬季オリンピックの主会場となった長野市とも約 40

キロメートルの位置にある。 

 
出典：一般社団法人信州上田観光協会「信州上田総合パンフレット」 

真田町商工会（以下、当会）の属する真田地域は、上田市の北東部にあり、スポーツ合宿やスキーで有

名な菅平高原と戦国時代に活躍した真田氏の史跡が点在する地域である。 

日本百名山の一つである四阿山（2,354 メートル）と根子岳（2,207 メートル）のふもと、標高 1,200

メートルから 1,600 メートルに広がる菅平高原は、真夏の平均気温が 19.6 度と大変さわやかな気候であ

る。その快適な気候を求めて全国からラグビーやサッカーなどの強豪チームが合宿に訪れている。 

近年は、陸上の高地トレーニングの合宿地としても知られ、オリンピックの日本代表選手など、多くの

トップアスリートが訪れる。 

また、冬には白銀のパウダース ーにひかれた数多くのスキーヤーで賑わう。 

もう一つの特色は、真田氏の発祥の地であることである。上田城を築いた真田昌幸の父幸隆は、真田地

域から興った。昌幸らと共に武田信玄に仕えたが、その中で養われた戦略眼と、武田家の統治技法は昌幸

そして信之、幸村らに受け継がれた。 

地域内には、上田城築城以前の真田氏の居館跡があり、県の史跡に指定されている。この居館跡は現在、

お屋敷とよばれ、ツツジの名所としても親しまれ、隣には真田氏歴史館が整備されている。 

高原に代表される豊かな自然と歴史ロマンが魅力の真田地域は、上信越自動車道上田菅平インターチェ

ンジからも近く、バラエティに富んだ観光地「上田」の魅力の一翼を担う地域である。 
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■後期基本計画（まちづくり計画）（令和 3 年度～令和 7 年度）－後期まちづくり計画 

後期まちづくり計画（商工・観光部分） 

第 3 編 産業・経済 誰もがいきいき働き産業が育つまちづくり 

新たな価値を創造する商工・サービス業の振興 

  3-2-1 新しい産業の創出と中小企業者の経営力強化 

   基本施策 1 起業・創業の促進に取り組みます 

   基本施策 2 地域や社会のニーズに即した新たな産業の創出を支援します 

   基本施策 3 商工団体などとの連携により中小企業者の経営力強化を図ります 

  3-2-2 地域経済を牽引する工業（ものづくり産業）の振興 

   基本施策 1 次世代に向けた工業の活性化の取組を進めます 

   基本施策 2 企業誘致・留置によるものづくり産業の活性化を図ります 

  3-2-3 賑わいと活力ある商業の振興 

 基本施策 1 商店街などと連携し、中心市街地の活性化に向けて取り組みます 

   基本施策 2 地域資源を生かした商業の振興に対する取組を進めます 

   基本施策 3 特産品などの地域ブランドの開発・販路開拓と産業間連携を促進します 

  3-2-4 安心して働ける環境づくりと就業支援 

 基本施策 1 地域における求職者への就業支援を進めます 

   基本施策 2 地域産業を支える人材育成に取り組みます 

   基本施策 3 安心して働くことができる環境整備に取り組みます 

   基本施策 4 産業への興味や関心を高め、次世代への雇用につなげます 

 魅力ある観光地づくり 

  3-3-1 おもてなしで迎える観光の振興 

 基本施策 1 上田市のファンづくりと知名度アップに取り組みます 

   基本施策 2 上田の特色ある地域資源の活用を図ります 

   基本施策 3 広域観光を推進します 

   基本施策 4 外国人観光客の誘客に向けた施策を推進します 

   基本施策 5 「稼げる観光地づくり」を推進します 

 

ク 上田市中小企業・小規模企業振興条例 

 地域が持続的に発展していくためには、市内事業者の大半を占め、地域経済や雇用の創出、まちづくり

の牽引に大きな役割を果たしている中小企業及び小規模企業の活躍が不可欠である。 

そこで上田市は、中小企業・小規模企業の重要性について、広く関係機関及び市民が認識を共有し、中

小企業及び小規模企業の振興を市政の重要課題として位置付け、地域社会が一体となって取り組むため、

上田市中小企業・小規模企業振興条例を策定、令和 2 年 4 月 1 日に施行した。 

 条例に掲げられる「中小企業者の努力」は以下のとおりである。 

■上田市中小企業・小規模企業振興条例（一部抜粋） 

（中小企業者の努力） 

1 中小企業者は、基本理念に基づき、経済的社会的環境の変化に即応し、その事業の持続可能な成長

と発展を図るため、主体的かつ積極的に経営基盤の強化及び経営の革新に努めるものとする。 

2 中小企業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、地域づくりに積極的に取り

組むとともに、環境との調和に配慮し、地域社会の維持及び発展に寄与するよう努めるものとする。 

3 中小企業者は、中小企業者間並びに行政、中小企業関係団体等、金融機関等及び大学その他の研究

機関との連携を図るよう努めるものとする。 

4 中小企業者は、雇用機会の確保及び人材の育成を図るとともに、従業員が生きがいと働きがいを得

ることができる労働環境の整備に努めるものとする。 

5 中小企業者は、地域の将来を担う児童、生徒及び学生(第 8 条第 1 項において「学生等」という。) 

に対し、職業体験の機会の提供その他の活動により、勤労観及び職業観の育成に努めるものとする。 

6 中小企業者は、市内の経済循環を促進するため、市内で生産、製造及び加工される製品並びに提供

されるサービスの利用に努めるものとする。 
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7 中小企業者は、経営能力の向上を図るため、中小企業関係団体等へ積極的に加入するよう努めるも

のとする。 

 

ケ 上田市商工業振興プラン 

 上田市では、現在の経営環境における市内企業の持続的な成長に向けた施策として上田市商工業振興プ

ラン（平成 30 年度～令和 5 年度）（令和 3 年改訂）を策定・実行している。 

■上田市商工業振興プラン（平成 30 年度～令和 5 年度）（令和 3 年改訂） 

プラン推進 

の基本方針 

・市条例の理念、主旨を踏まえた、着実かつ積極的な商工業振興施策の推進 

・中小企業者及び小規模企業者の円滑かつ着実な事業運営及び持続的発展を支援 

・新たな事業展開やイノベーションに積極果敢に挑戦する地域企業を重点的に応援 

・地域資源を生かす新たな価値の創造と販路拡大による上田ブランド創造 

戦略 ・次代につながる成長産業と上田ブランドの創造 

・中小企業経営の活性化支援 

・様々な優位性を生かす企業や起業家の誘致・留置 

・新たな事業の創出・事業承継支援 

・企業活動を支える人材確保・人材育成支援 

・産業支援を効果的な取組む体制づくり 

・ウィズコロナ、アフターコロナにおける事業継続支援 

 

②課題 

これまで記述した内容から小規模事業者にとって対策が必要な地域の課題をまとめる。 

◇人口面からみた小規模事業者の課題 

当会管内の人口は減少傾向となっており、今後も減少傾向が続くことが見込まれている。地域内住民

をターゲット顧客にしている小規模事業者においては、人口減少による消費の減衰への対応が課題とな

る。 

さらに、年齢 3 区分別人口をみると、高齢化率が上がり消費構造が変化していくことから、この変化

への対応が課題となる。また、生産年齢人口の減少が見込まれ、働き手が不足することが予測されるこ

とから、外部労働力の確保やデジタル化などによる業務効率化などが課題となる。 

◇特産品の活用からみた小規模事業者の課題 

当会管内は、高い晴天率と少雨、高い標高によりもたらされる昼夜の寒暖差などにより、高原野菜な

どの特産品がある。当会管内は観光が基幹産業であるため、小規模事業者においても、これら高原野菜

等の特産品を活用した商品開発や観光客への販売などが期待されている。 

◇観光面からみた地域や小規模事業者の課題 

当会管内は、スポーツ合宿やスキーで有名な菅平高原と戦国時代に活躍した真田氏の史跡が点在する

地域であり、これらの観光資源を求めて、毎年 120 万人弱の観光客が訪れる。現在、合宿の聖地「菅平

高原」を中心とした観光客が多いが、少子高齢化が進むなか、学生スポーツ団体客が確実に減少するこ

とが予想されている。そのため、産学官金が連携した地域一体のブランド強化による競合地域への対抗

が地域としての課題である。 

◇業種別の商工業者数（小規模事業者数）からみた小規模事業者の課題 

当会管内の小規模事業者数は、平成 31 年が 341 者、令和 4 年が 324 者であり、3 年間で 17 者減少し

ている。業種別にみると、小売業での廃業が多くみられる。地域の活力維持のためには、商工業者数の

維持も重要な要素である。そのため、地域で事業を行うメリットや魅力ある愛着心を持てる市場の構築

を図ることで、当地域で創業や事業承継が活発化していくことが、地域としての課題である。 

◇景況感からみた小規模事業者の課題 

景況感をみると、売上高 DI は、新型コロナウイルス感染症が拡大した令和元年 8 月や令和 2 年 8 月

を除けば、平時は比較的安定している。一方、採算 DI をみると、平成 29 年 7 月が△37、平成 30 年 7

月が△42 となっており、平時においてもマイナス値が大きくなっている。つまり、売上高は安定してい

るものの利益が確保できていない事業者が多いといえる。経営環境が変化しているなかで、旧態依然と
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単独存続により現在に至る。 

近年は地域振興の一環で、平成 28（2016）年大河ドラマ「真田丸」、令和元（2019）年ラグビーワール

ドカップ日本大会に関連した事業を行政と連携しながら行い地域振興に貢献してきた。 

平成 30 年 4 月～令和 5 年 3 月において経営発達支援計画の承認を受け、計画に基づいた伴走型支援事

業を実施。地域の事業者を全力で支援する仕組みを構築し、地域の事業者に寄り添った支援体制の確立を

図ってきた。今後も小規模事業者の支援ニーズに対して、事業者間や他の支援機関、専門家等とも連携強

化を図りながら、既存事業者の持続的な発展のための支援や事業承継の推進、創業支援等を通じて個々企

業の育成と地域の発展を図ることを目的として事業に取り組んで行く。 

又、今後、事業者減少は避けられない中、上小グループ（管内 5 商工会）や市内三商工団体との連携を

更に強化し、広域的な事業・支援体制の構築も積極的に図る。 

 

(3)経営発達支援事業の目標 

(1)地域の現状及び課題、(2)小規模事業者に対する長期的な振興のあり方を踏まえた上で、今後 5 年間

の事業実施期間で取り組む下記の 4 つの目標を設定する。 

〈目標〉 

【目標①】小規模事業者自らの時代の変化に対応した自己変革への挑戦や、「特色」や「強み」を活かし

た事業展開を実現する 

【目標②】小規模事業者の地域資源（菅平高原や高原野菜等）を活かした取組を実現する 

【目標③】小規模事業者の将来的な DX（デジタルトランスフォーメーション）に資する、IT を活用した

販路開拓や業務効率化を実現する 

【目標④】上記を実現するために、小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の課題を設定した上で、

地域経済を支える小規模事業者の力を引き出し、地域全体での持続的発展の取組を図る 

〈地域への裨益目標〉 

上記【目標①】～【目標④】により、地域内で小規模事業者が輝くことで、地域経済の活性化、雇用の

創出などに寄与することを目指す。また、基幹産業である観光に携わる小規模事業者がそれぞれの「特

色」や「強み」を活かした経営を行うことで、地域としての魅力を高め、観光客・観光消費の増加を図

ることを目指す。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

2.経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和６年４月１日～令和１１年３月３１日） 

 

（２）目標の達成に向けた方針 
 

【目標①】 

小規模事業者自らの時代の変化に対応した自己変革への挑戦や、「特色」や「強み」を活かした事業展

開を実現する 

【目標①達成のための方針】 

小規模事業者自らの時代の変化に対応した自己変革への挑戦や、「特色」や「強み」を活かした事業展

開のために、まずは経営分析により各事業者の現状（経営状況）を明らかにする。経営分析では、財務デ

ータ等からみえる表面的な経営課題だけでなく、事業者との対話と傾聴を通じて経営の本質的な課題を事

業者自らが認識することに重点を置く。 

次に、分析結果を活用しながら、時代の変化に対応し、かつ「特色」や「強み」を活かした事業展開に

向けた経営の方向性を定め、結果を事業計画にまとめる。さらに、策定後は伴走型でフォローアップを行

い、事業計画を実現させる。 

また、新たな需要の開拓に資する支援として「展示会・商談会の出展支援」などを実施する。 

 

【目標②】 

小規模事業者の地域資源（菅平高原や高原野菜等）を活かした取組を実現する 

【目標②達成のための方針】 

当地域の地域資源を活かした食・特産品・サービス等の開発（ブラッシュアップ）を支援するために、

「特産品を活用した商品の調査」を実施。調査だけでなく、調査結果を活用し、商品のブラッシュアップ

を伴走型で支援する。 

 

【目標③】 

小規模事業者の将来的な DX（デジタルトランスフォーメーション）に資する、IT を活用した販路開拓

や業務効率化を実現する 

【目標③達成のための方針】 

小規模事業者の IT を活用した販路開拓や業務効率化を支援するために、【目標①達成のための方針】で

記載した各種支援において IT 化支援を実施する。 

具体的には、①経営分析支援の際に、事業者のデジタル化・IT 活用の状況を分析する、②事業計画策定

支援の際に、事業計画の策定を希望する事業者に対し IT 専門家派遣を実施する、③販路開拓支援の際に、

「IT を活用した販路開拓勉強会」による販売促進支援を実施する。 

また、効果的な支援に向けて、当会内においても IT・デジタル化支援能力の資質向上を図る。 

 

【目標④】 

上記を実現するために、小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の課題を設定した上で、地域経済

を支える小規模事業者の力を引き出し、地域全体での持続的発展の取組を図る 

【目標④達成のための方針】 

経営分析、事業計画の策定、策定後の実施支援の各局面で、経営力再構築伴走支援モデルによる支援を

実施する。具体的には、経営課題の設定から課題解決を支援するにあたり、経営者や従業員との対話を通

じて、事業者の自走化のための内発的動機付けを行い、潜在力を引き出す。 

また、これを実現するために、経営指導員等の資質向上を実施する。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

【令和 5 年 11 月現在】 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達支援

事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制 等） 

 

 法定経営指導員 1名  上田市

 補助員 1名  真田地域自治センター

 一般職員 1名  産業観光課

 
 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指導員

による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

氏 名： 小山 俊行 

連絡先： 真田町商工会 TEL. 0268-72-4050 

 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言 

経営発達支援計画の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価・見直

しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

〒386-2201 

長野県上田市真田町長 7199-1 

真田町商工会 

TEL： 0268-72-4050 ／ FAX： 0268-72-4051 

E-mail： sanadaci@avis.ne.jp 

 

②関係市町村 

〒386-2292 

長野県上田市真田町長 7178-1 

上田市真田地域自治センター 産業観光課 

TEL： 0268-72-4330 ／ FAX： 0268-72-4140 

E-mail： ssangyo@city.ueda.nagano.jp 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

必要な資金の額 500 500 500 500 500 

 事業計画策定支援事業費 300 300 300 300 300 

 需要動向調査事業費 100 100 100 100 100 

 新たな需要の開拓に寄与する事業費 100 100 100 100 100 

       

       

       

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費、国補助金、長野県補助金、上田市補助金、事業受託費、手数料 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携して実施する事業の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


